
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年３月３１日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１０１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月２８日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市麦埼灯台から真方位０６５°１,４００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１５.１′ 東経１３６°５１.７′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 勝
かつ

珠
たま

丸、１.７６トン 

   ＭＥ３－５０２０８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第三吉
よし

宝
ほう

丸、１.４０トン 

   ＭＥ３－５２３６３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 操縦者Ｂ、失効中（旧四級小型船舶操縦士） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部に破損 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船尾方を向き、かます引き釣り漁の

仕掛けを出しながら、約２.５ノット（kn）の速力で東南東進中、Ｂ船は、

操縦者Ｂが１人で乗り組み、船尾方を向き、同漁の仕掛けにかかった魚を

引き揚げながら、約２knの速力で北東進中、平成２２年６月２８日０４時

５０分ごろ、志摩市麦埼東北東方沖において、Ａ船の右舷中央部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

操縦者Ｂは、衝突の衝撃で仰向けに倒れ、左頭部を主機操作レバーで打

撲して切傷を負ったが、自力で志摩市片田漁港に入港し、病院で治療を受

けた。 

Ａ船は自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

特記事項：事故発生当日の日出時刻は、０４時４２分であった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、麦埼東北東方沖において、かます引き

釣り漁の仕掛けを出しながら東南東進中、船長Ａ

が、見張りを行っていなかったので、Ｂ船の存在

に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、魚を引き揚げながら北東進中、操縦者

Ｂが、見張りを行っていなかったので、Ａ船の存

 



 

在に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、麦埼東北東方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が北東進

中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

 




